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第１ 監査の概要 

１ テーマ 

「市の施設等における自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置、管理及び運用状況 

等について」 

 

２ 監査の目的 

    自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」）は、心筋梗塞や事故などで心停止状

態となった者に対して、心電図を自動的に解析し、必要に応じて電気的なショ

ックを与えることで、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器であり、早期に

使用することで、救命率や社会復帰率の向上に効果があるとされており、平成

１６年７月より一般市民によるＡＥＤの使用が認められたことから、公共施設

を中心に普及が進んでいる。 

    一方で、ＡＥＤは薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療

機器に指定されており、救急救命においてＡＥＤが使用される際に、その管理

不備により性能が発揮できないなどの重大な事象を防止するため、平成２１年

４月に厚生労働省から地方公共団体に対しＡＥＤの適切な管理等を徹底する

よう通知がなされた。しかし、通知以降も一部のＡＥＤの維持管理が適切に行

われていない実態が指摘され、平成２５年９月に「再周知」ということで同様

の通知がされている。また、平成２７年８月２５日には「自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について」の通知が出され、ＡＥＤ設置

登録情報を未登録の設置者に対する登録の呼びかけ等を行っている。 

    本市においても、市役所をはじめ、市の施設にＡＥＤが設置されていること

から、日常点検の実施、設置場所の表示、設置登録情報の提供等が適切に行わ

れているかについて検証し、今後の適切な管理に資することを目的として実施

した。 

 

３ 監査の対象 

  （１）対象事項  

    市の施設等におけるＡＥＤの設置、管理及び運用状況に関する事項 

  （２）対象部課 

    総務部：庶務課・市民課、環境経済部：自治振興課、健康福祉部：福祉課・

健康増進課・長寿支援課、学校教育部：学校教育課、生涯学習部：子ども支

援課・社会教育課、消防本部、総合政策部：危機管理課 

 

４ 監査の期間 

    平成２７年１１月１７日～平成２８年３月２７日 

 



 

５ 監査の着眼点 

    厚生労働省通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施につ

いて」、「埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライン」及び「埼玉県ＡＥＤ普及推進計

画」等を参考に、下記の項目を監査の着眼点とした。 

（１）設置状況は適切か 

（２）日常点検の実施や管理が適切に行われているか 

 （３）設置場所の表示や情報提供が適切に行われているか 

 （４）操作方法の習得（研修）が実施され、有効に活用できる状況になっているか 

 （５）指定管理施設において、所管課から指定管理者への指示が適切に行われてい

るか 

 （６）今後の基本方針等（２４時間体制の確保） 

 

６ 監査の方法 

  ＡＥＤの設置及び管理等に関する書類及び調書の提出を求め、各課個別のヒア

リング及び現地調査を実施した。 

 



 

第２ 監査の結果 

監査対象施設のＡＥＤに対して、設置、管理及び運用状況等について書類及び全

施設の担当者より聞き取り調査を実施した。 

１ 設置状況について 

（１）部課別保有数の状況 

市の施設に設置してあるＡＥＤは、全体で４７施設、設置台数は５６台であった。

その内訳を部課別にみると教育委員会が２９施設、３５台と最も多いが、これは小

学校８台、中学校１１台など、学校施設や生涯学習部所管の社会教育施設への設置

が行われているためである。市全体の内訳として、このうち市が設置しているもの

が５０台、指定管理者等が独自に設置したものが４台、施設利用者が自ら設置した

ものが１台、卒業生からの寄付により設置されたものが１台となっている。 

  

設置状況一覧表 

  

設置施設数 

 

設置台数 

設 置 方 式 

購 入 リース（市） リース（市

以外） 

総務部    ２    ２     ２  

環境経済部    ８    ８    １    ４    ３ 

健康福祉部    ６    ６     ５    １ 

生涯学習部 １６ １６  １６  

学校教育部 １３ １９    １ １８  

消防本部    ２    ５    ３    ２  

計 ４７ ５６    ５ ４７    ４ 

 

（２）設置場所 

設置場所については、以下の表のようになっている。 

 

設置場所 事務室 ロビー・

玄関 

職員室 保健室 体育館 その他 

台  数 １８ ２３ ４ ３ １ ７ 

 

（３）設置時期と取得区分について 

設置時期については、平成１７年度から一部の施設に設置が行われ、平成２３年

度以降からは主に健康増進課による一括でのリース契約となり、現在に至っている。

また、中学校５校においては、２台目を学校教育課が一括でリース契約し、設置し

ている。（次頁の年度別決算額を参照） 

 



 

  年度別決算額                        （単位 円） 

 健康増進課 消防課 学校教育課 合 計 

平成 17年度から

平成 22年度まで 

 
5,107,695 

 
5,107,695 

平成２３年度 413,910 72,450  486,360 

平成２４年度 1,176,876 403,000  1,579,876 

平成２５年度 1,385,208 10,552 90,020 1,485,780 

平成２６年度 1,385,208 85,841 154,320 1,625,369 

平成２７年度 1,385,208 15,552 154,320 1,555,080 

合  計 5,746,410 5,695,090 398,660 11,840,160 

   ※平成２７年度は予算執行中。 

 

２ 日常点検及び管理の状況について 

（１）日常点検（インジケーターの確認）の頻度について 

 日常点検を毎日行うが４１施設、週に１度が１施設、月に１度が２施設、点

検していない施設が３施設あった。 

    

 毎日実施 週に１度実施 月に１度実施 実施していない 

台数（５６） ５０ １ ２ ３ 

割合（％） ８９ ２ ４ ５ 

施設数（４７） ４１ １ ２ ３ 

割合（％） ８８ ２ ４ ６ 

 

（２）点検担当者の有無について 

特定の点検担当者を配置している施設は１０施設、不特定の点検担当者を配

置している施設が３４施設、点検担当者を配置していない施設が３施設であっ

た。 

 

 有 
無 

特 定 不特定 

台数（５６） １３ ４０ ３ 

割合（％） ２３ ７２ ５ 

施設数（４７） １０ ３４ ３ 

割合（％） ２１ ７３ ６ 

 

（３）点検記録の状況について 

点検の記録をしている施設は４１施設、記録していない施設は６施設、その

うち記録簿がない施設が４施設あった。また、保存期間は次頁の表のとおりで



 

あるが、ばらつきがある。 

  

点検記録簿の有無 

 記録している 記録していない 記録簿がない 

台数（５６） ４８ ８ ４ 

割合（％） ８６ １４ ７ 

施設数（４７） ４１ ６ ４ 

割合（％） ８７ １３ ９ 

 

  点検記録簿の保存期間 

 １か月未満 １か月から１

年間 

１年間を超え

る期間 

保存していな

い 

台数（５６）  １０ ３５ １１ 

割合（％）  １８ ６２ ２０ 

施設数（４７）  １０ ２９    ８ 

割合（％）  ２１ ６２ １７ 

 

（４）点検マニュアルの有無 

点検マニュアルを整備している施設は３６施設、点検マニュアルがない施設

が１１施設であった。 

 

３ 表示及び情報提供について 

（１）表示ラベルの貼付状況について 

消耗品の交換時期を記載した表示ラベルの貼付状況は、５６台中４６台が貼

付されており、１０台の貼付がなかった。 

 

 有 
無 

収納ケース 本  体 ＡＥＤボックス 

台数（５６）    ６ ３７ ３ １０ 

割合（％） １１ ６６ ５ １８ 

施設数（４７）    ５ ３２ ２    ８ 

割合（％） １１ ６８ ４ １７ 

 

（２）設置場所の表示について 

ＡＥＤの設置場所の表示について、３８施設が建物の外に表示があったが、

９施設には表示がなかった。また、施設内においては４０施設で表示があり、

７施設には表示がなかった。 

 



 

 建物の外 施設内 

有 無 有 無 

台数（５６） ４５ １１ ４６ １０ 

割合（％） ８０ ２０ ８２ １８ 

施設数（４７） ３８    ９ ４０    ７ 

割合（％） ８１ １９ ８５ １５ 

 

（３）設置情報の登録（埼玉県及び一般財団法人日本救急医療財団への登録） 

埼玉県及び一般財団法人日本救急医療財団では、ＡＥＤの設置情報登録を行

っており、その設置情報をホームページで公開している。埼玉県に登録してい

る施設は４１施設で４７台、登録していない施設は６施設で９台であった。 

また、一般財団法人日本救急医療財団に登録している施設は１９施設で２５台、

登録していない施設は２８施設で３１台であった。 

 

 行っている 
行っていない 

埼玉県 日本救急医療財団 

台数（５６） ４７ ２５     ９ 

割合（％） ８４ ４５ １６ 

施設数（４７） ４１ １９     ６ 

割合（％） ８７ ４０ １３ 

 

（４）指定管理者への指示・指導について 

 市がＡＥＤを設置している施設のうち、指定管理者制度を導入している施設

は９施設あるが、協定書にＡＥＤの記載がある施設はなかった。またこれらに

ついて各指定管理者に対し、市の所管課から適切に管理する旨を指導をしてい

るのは５施設であった。 

  

４ 操作及び運用の状況について 

（１）救命講習（操作研修）の受講状況について 

    全４７施設のうち４４施設の施設管理者は救命講習を修了しており、３施設

は未受講であり、担当職員のうち未受講者のみは１施設であった。また、消防

職員を除く市職員の普通救命講習の受講率は、この２年間で約８割となってい

る。 

 

 時   点 職員数 受講済職員数 受講率 

平成２６年１０月 ３８０ ２８１ ７３．９％ 

平成２７年１１月 ３７１ ２９２ ７８．７％ 

 



 

（２）機器の故障等の発生状況について 

これまでにすべての施設において、機器の故障等が発生したケースはなかっ

た。 

 

（３）使用実績について 

これまでに、平野小学校と消防本部での２施設について使用実績があった。 

 

施 設 名 事       例 

 

平野小学校 

平成２５年３月１８日午後１時３０分頃、女性が倒れ、救急車

を要請し、その間にＡＥＤを使用し意識が回復した。その後、

医療機関に搬送した。（回復） 

 

消 防 本 部 

平成２６年９月１０日午後８時頃、「男性の意識なし呼吸なし」

の通報があり、先着の消防隊がＡＥＤを使用し、その後、救急

隊が病院に搬送した。（死亡） 

 

 

 



 

５ 各課からのヒアリング結果(要約) 

庶務課 

市役所本庁舎 

・点検担当者を置いておらず、日常点検も実施していない。 

・点検記録簿もない。 

・施設管理者の研修も終了していない。 

・庶務課は、文書管理の担当でもあるので、点検記録簿の保存

期間を庁内統一で定める必要がある。 

・市職員不在の時間帯での体制を構築していきたい。 

市民課 

西口連絡所 

・日常点検は毎日実施されており、点検記録簿等も保存されて

いる。表示ラベル等も適正に管理されていた。 

・再任用職員と臨時職員で運営となっているので、普通救命講

習には業務の都合上参加できていない状態であった。 

・ＪＲ蓮田駅とＡＥＤに関する連携はされていない。 

自治振興課 

コミュニティセンター

農業者トレーニングセンター 

勤労青少年ホーム 

環境学習館 

西新宿会館 

自転車駐車場（３か所） 

・各施設においては、点検等も適正に行われており、施設管理

者及び担当職員の研修も行われていた。 

・西新宿会館及び自転車駐車場については、利用者及び指定管

理者が独自に設置しているので、協定書等にも記載がなく、

今後の設置及び管理が課題と考える。 

 

福祉課 

はなみずき作業所 

かもめ作業所 

はすの実作業所 

・はなみずき作業所では毎日点検が行われているが、かもめ作

業所とはすの実作業所では点検が月に１回となっていた。 

・はすの実作業所では点検マニュアルもなく、点検記録簿もな

い。 

・はなみずき作業所とかもめ作業所においては施設管理者の救

命講習が終了していなかった。 

・はなみずき作業所では建物の外に設置場所の表示がしていな

かった。 

・はすの実作業所は埼玉県等への情報提供を行っていない。 

・はなみずき作業所とかもめ作業所は市費による設置だが、は

すの実作業所は作業所による設置となっている。 

健康増進課 

保健センター 

健康増進課貸し出し用 

・保健センター、貸し出し用の２台とも日常点検がなく、点検

記録簿もない。 

・表示ラベルの貼付をしておらず、建物の外への設置場所の表

示もない。 

・賃貸借契約は学校教育課の一部を除き健康増進課が一括で行

っていた。 

・賃貸借契約書に不備があった。 

 



 

長寿支援課 

老人福祉センター 

・日常点検、設置表示等が適正に行われていた。 

・協定書は、ＡＥＤの管理について直接的には記載されていな

いが、指定管理者への市からの指導も行われていた。 

子ども支援課 

各保育園 

児童センター 

各学童保育所 

・各施設とも日常点検が毎日実施されており、適正に管理され

ていた。 

・黒浜西学童保育所と平野学童保育所においては点検記録簿が

ない。 

・児童センター、中央学童保育所、蓮田北学童保育所において

はＡＥＤ設置場所の表示が不十分であった。 

・施設管理者及び保育士は全員が救命講習を受講している。ま

た、各施設の大半の職員は救命講習を受講している。今後は

臨時職員にも受講を考えている。 

社会教育課 

図書館 

中央公民館 

中央公民館関山分館 

蓮田市総合市民体育館 

黒浜公園 

・市直営施設と指定管理施設があるが、各施設とも日常点検が

毎日実施されており、適正に管理されていた。しかし、ＡＥ

Ｄ設置場所の表示が不十分と思われる施設がいくつかあっ

た。 

・協定書においては、ＡＥＤの管理は記載されていないが、指

定管理者への市からの指導も行われていた。 

・黒浜貝塚整備に伴い、文化財展示館にも設置する必要が出て

くる。 

学校教育課 

各小学校 

各中学校 

・各施設とも日常点検が毎日実施されており、また、ＡＥＤ設

置場所の表示や情報提供も適正であった。 

・点検簿の保存期間は５年間となっている。 

・生徒向けにもＡＥＤの講習を行っており、今後も実施する。 

・プールの授業の時にはすぐそばに用意している。 

・賃貸借契約書に不備があった。 

消防本部 

消防署 

消防署南分署 

・各施設とも日常点検が毎日実施されており、また、ＡＥＤ設

置場所の表示等も適正であった。 

・市職員への救命講習は、新採用職員は必須となっており、秘

書課職員担当と今後も連携し、また、救命講習を数年前に受

けたきりの職員に対しては２年ごとの受講を呼び掛けてい

くとともに再任用職員についても受講を呼び掛けていく。 

・企業におけるＡＥＤ設置をいろいろな機会で推進していく。 

危機管理課 

・市民の安心安全を守るという観点から、自主防災組織設置へ

の普及の努力が見られた。 

・市内全域を対象とした自主防災組織設置への普及が課題とな

っている。 

 



 

６ 現地調査について 

ＡＥＤが設置されている施設のうち、市が直接に施設管理を行っている中央

公民館と、指定管理者制度を導入し管理している蓮田市総合市民体育館の２か

所について、現地調査を実施した。 

   調査の結果、両施設とも適正な管理がなされていることを確認した。 

    

 

中央公民館 

リニューアルされた建物であり、正面玄関にわかりやすくＡ

ＥＤ設置施設としての表示があった。また、事務室から見や

すい場所に設置され、管理がしやすい状況となっていた。 

 

総合市民体育館 

総合文化会館建設工事に伴い、玄関等を改修中であり、設置

場所や表示場所を変更してあったが、利用者の導線等を考慮

し、適正に管理されていた。 



 

中央公民館（１階ロビー） 

 
 

中央公民館（正面玄関） 

 



 

蓮田市総合市民体育館（事務室前） 

 

蓮田市総合市民体育館（仮通用口） 

 



 

第３ むすび 

１ 指摘事項 

健康増進課と学校教育課の「賃貸借契約書の一部変更契約書」において、発

注者（甲）と受託者（乙）と表記すべきものがともに「甲」となっていた。契

約の基本となるべき事項の「誤記」なので、今後このようなことがないよう、

慎重に確認するなど適切に事務処理を行う必要がある。 

 

２ 意見・要望事項 

（１）設置状況について 

ＡＥＤは、市の公共施設の大半に設置されており、有事の際の備えは整って

きている。しかし、市役所本庁舎や総合市民体育館など多くの市民が利用する

施設については、１箇所ではなく複数個所に設置すべきと考える。また、新た

な施設や地域性を考慮しながら適正な配置を望むものである。 

 

（２）日常点検及び管理の状況について 

日常点検（インジケーターの確認）については、大部分の施設で毎日行われ

ていたが、週に１度が１施設、月に１度が２施設、実施していない施設が３施

設あった。ＡＥＤが正常に機能できる状態にあるかどうかを確認することは、

言うまでもなくもっとも基本的な点検行為である。所要時間もわずか数秒で済

むものであり、毎日確実に確認されたい。 

点検者を特定している施設が１０施設、不特定としている施設が３４施設、

点検者が不在の施設も３施設あった。今後は点検者を定めるべきである。 

点検の記録をしていない、または点検記録簿がない施設が６施設あったが、

記録をすることにより点検漏れを防ぐことにつながると考える。人命にかかわ

ることであり、必要な時に正常に作動しない、十分な効果を発揮できないとい

う事態を招くことのないよう、点検の徹底を望むものである。 

消耗品の交換時期を記載した表示ラベルについて、貼付していない施設が８

施設あったがその大部分はリース設置によるもので、リース会社により交換時

期等は管理されているが、万が一に備え、貼付されることにより交換時期の失

念の防止になると考える。 

 

（３）表示及び情報提供について 

提出資料による調査を行った時点ではＡＥＤの設置場所の表示を行ってい

ない施設が見受けられた。しかし、子ども支援課や社会教育課の各施設におい

ては「使用対象者は必ずしも児童生徒、保護者、教職員等の関係者に限定する

べきではなく、施設周辺の地域住民にもＡＥＤが設置されていることを周知す

ることが必要」であるという観点から、今回の監査のヒアリング実施を待たず、



 

すぐに表示等を実施したことは評価できるものと考える。 

また、埼玉県及び一般財団法人日本救急医療財団への設置情報の登録に関し、

消防本部を除き、６施設が登録していないが、厚生労働省で登録を推進してい

る主旨は、ＡＥＤの設置場所をホームページ上で公開することで、地域住民や

救急医療機関が必要時にＡＥＤを迅速に使用できるように、また、ＡＥＤに重

大な不具合が発見され、回収等がなされる場合の迅速・確実な情報を得るため

とのことであり、積極的に登録すべきと考える。また、市の都市計画課では、

平成 28 年 3 月 1 日よりインターネットでＡＥＤ設置箇所等を示す「蓮田市地

図情報システム」を公開しており、各種病院はもとより、ＪＡ南彩の蓮田市内

全５店舗や市内各金融機関、そのほかにも多くの施設で設置されていることが

確認できるので、市民への情報提供など有効活用を図られたい。 

なお、厚生労働省では、平成２７年８月２５日付けで「自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について」の通知により、ＡＥＤが必要

な場合に有効に使用され、地域の救命率が向上するような医療提供体制の整備

のため、ＡＥＤ設置登録情報の提供の推進を図る留意事項を示している。今後

は、この通知の周知を民間施設も含め市内全域に広めていくことを期待する。 

 

（４）操作方法等について 

操作研修（救命講習）の受講状況は、おおむねの施設で受講している。現在

使用しているＡＥＤは、だれもが操作できるよう、実施すべきことを音声メッ

セージと点滅ランプで指示する機能を有しているが、施設管理者及び職員は、

必要な時に適切な対応ができるよう、積極的に講習等を受講すべきと考える。

また、施設利用者への救命講習の参加を高めるための方策を展開されたい。 

    なお、秘書課では、新規採用職員の研修の必須科目に「救命講習」を取り入

れている。このことは、着実にＡＥＤを操作できる職員数の増加につながるも

ので、評価できることから今後も消防本部と連携し継続を望むものである。 

また、教育委員会においては、普通救命講習等を学校の「授業の一部」とし

て取り入れ、児童・生徒に対して早い段階からＡＥＤの操作等が習得できるよ

う検討されたい。 

 

（５）指定管理施設等について 

指定管理者が必要と判断し独自にＡＥＤを設置している施設や、施設利用者

が設置した施設が判明したが、その設置を指定管理者や利用者の裁量に委ねる

のではなく、市として主体性を持って当該施設への設置の是非を判断すること

を望むものである。指定管理施設を所掌する所管課においては、指定管理者の

自主性に頼ることなく、協定書等指定管理業務の内容を定める書面にＡＥＤの

維持管理及び報告についての詳細な内容を記載することで、ＡＥＤに係る確実

な維持管理を図るよう努められたい。 



 

指定管理者への指示・指導については９施設のうち４施設では市からの指

示・指導がないと回答している。特に自転車駐車場３か所については、指定管

理者によりＡＥＤが設置されていることもあるが、指定管理者に委ねるのでは

なく、適切な管理を指示・指導すべきである。 

 

（６）ＡＥＤの今後の取組みと有効活用について 

ヒアリングを実施した時点で、大半の施設が開館時間のみでの対応となって

いる状況であったが、ＡＥＤを必要とする事態はいつ発生するかわからない。

大半の施設の現状を踏まえ、今後は、コンビニエンスストアや２４時間営業し

ている施設へのＡＥＤ設置を検討し、市民の安心安全の確保に努めることを望

むものである。 

    

（７）市におけるＡＥＤ主管課について 

平成２７年度版消防白書には「救急出動要請から救急隊が現場に到着するま

でに要する時間は、平成２６年中の平均では８.６分であり、この間に、バイ

スタンダー（救急現場に居合わせた人（発見者、同伴者等）のことで、適切な

処理ができる人員が到着するまでの間に、救命のための心肺蘇生法等の応急手

当を行う人員のこと。）による応急手当てが適切に実施されることで、大きな

救命効果が期待される。したがって、一般市民の間に応急手当の知識と技術が

広く普及するよう、より一層取り組んでいくことが重要である。」と報告され

ている。 

また、平成２６年中の救急搬送された心肺機能停止症例で、心原性（心臓に

原因があるもの）心停止のうち、一般市民により応急手当てが行われた件数は 

１万３,６７９件で、そのうちＡＥＤを使用した件数は１,０３０件であり、１

箇月後生存率と１箇月後社会復帰率は、それぞれ５０．４％、４３．３％とな

っている。一般市民による応急手当の実施は、救命率および社会復帰率の向上

において重要であり、今後一層の推進を図る必要があるとしている。 

当市においては、ＡＥＤ設置のほとんどが健康増進課による予算措置のため、

施設においては自ら適切な管理等を行う意志が欠けていると思われるものも

あった。また、厚生労働省等の通知が健康増進課から各施設担当課に転送及び

周知されていない実態も見受けられた。厚生労働省通知の主旨を踏まえ、ＡＥ

Ｄが必要とされる際に管理不備により十分な性能を発揮できないなどの重大

な事態を防止するためにもＡＥＤの適切な管理、運用を徹底することが必要で

ある。そのため、健康増進課においては、予算措置をするだけでなく、積極的

に市全体をまとめていく努力を期待する。 

 



 

 

 

 

 

 

                （上記二つの表 平成２７年度版消防白書より） 



 

 

 

資料編目次 
 

 

項  目 頁 

◇資料１ ＡＥＤ設置施設状況一覧 19 

◇資料２ 厚生労働省通知（平成１６年７月１日付け） 23 

◇資料３ 厚生労働省通知（平成２１年４月 1６日付け） 39 

◇資料４ 厚生労働省通知（平成２５年９月２７日付け） 57 

◇資料５ 厚生労働省通知（平成２７年８月２５日付け） 65 

◇資料６ 埼玉県ＡＥＤ普及推進計画 71 

◇資料７ 埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライン 81 

◇資料８ ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン 107 

 

 

 

 

 



 



状
況

一
覧

集
計

表
（

１
）

設
置

台
数

設
置
年
月
日

設
置

場
所

購
入

リ
ー

ス
そ

の
他

無
毎

日
週

に
１

度
月

に
１

度
実

施
し

て
い

な
い

有
無

記
録

し
て

い
る

記
録

し
て

い
な

い
記

録
簿

が
な

い

特
定

不
特

定
1
市

役
所

1
Ｈ

1
8
.
2

１
階
ロ
ビ
ー

○
○

○
○

○
○

2
駅

連
絡

所
1

Ｈ
2
3
.
6

事
務

室
○

○
○

○
○

3
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
1

Ｈ
2
4
.
6

ロ
ビ

ー
○

○
○

○
○

4
農

業
者

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

1
Ｈ

2
4
.
6

ロ
ビ

ー
○

○
○

○
○

5
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
1

Ｈ
2
4
.
6

ロ
ビ

ー
○

○
○

○
○

6
環

境
学

習
館

1
Ｈ

2
3
.
6

ロ
ビ

ー
○

○
○

○
○

7
西

新
宿

会
館

1
Ｈ

2
6
.
1

ロ
ビ

ー
○

　
利

用
者

が
設

置
○

○
○

○
8

Ｈ
2
2
.
4

事
務

室
○

　
指

定
管

理
者

が
設

置

9
Ｈ

2
2
.
4

事
務

室
○

　
指

定
管

理
者

が
設

置

1
0

Ｈ
2
2
.
4

事
務

室
○

　
指

定
管

理
者

が
設

置

1
1
健

康
増

進
課

1
Ｈ

2
4
.
7

貸
し
出
し
用

○
○

○
○

○
1
2
保

健
セ

ン
タ

ー
1

Ｈ
1
8
.
2

給
湯

室
向

か
い

○
○

○
○

○
1
3
は

な
み

ず
き

作
業

所
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

1
4
か

も
め

作
業

所
1

Ｈ
2
3
.
6

事
務

室
○

○
○

○
○

1
5
は

す
の

実
作

業
所

1
Ｈ

2
2
.
4

事
務

室
○
　
運
営
法
人
が
設
置

○
○

○
○

○
1
6
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
1

Ｈ
1
8
.
2

ロ
ビ

ー
○

○
○

○
○

1
7
中

央
保

育
園

1
Ｈ

2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

1
8
閏

戸
保

育
園

1
Ｈ

2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

1
9
黒

浜
保

育
園

1
Ｈ

2
3
.
7

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

入
口

○
○

○
○

○
2
0
蓮

田
南

保
育

園
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
1
東

保
育

園
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
2
蓮

田
ね

が
や

ど
保

育
園

1
Ｈ

2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
3
児

童
セ

ン
タ

ー
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
4
中

央
学

童
保

育
所

1
Ｈ

2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
5
黒

浜
西

学
童

保
育

所
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

○
2
6
平

野
学

童
保

育
所

1
Ｈ

2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

○
2
7
蓮

田
北

学
童

保
育

所
1

Ｈ
2
3
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

2
8
中

央
公

民
館

1
Ｈ

1
8
.
2

正
面

入
り

口
右

側
○

○
○

○
○

2
9
中

央
公

民
館

関
山

分
館

1
Ｈ

1
8
.
2

正
面

入
り

口
横

○
○

○
○

○
3
0
図

書
館

1
Ｈ

1
8
.
2

正
面

入
り

口
脇

○
○

○
○

○
3
1
総

合
市

民
体

育
館

1
Ｈ

1
8
.
2

受
付

○
○

○
○

○
3
2
黒

浜
運

動
公

園
1

Ｈ
2
4
.
7

事
務

室
○

○
○

○
○

3
3
蓮

田
南

小
学

校
1

Ｈ
2
4
.
7

保
健

室
○

○
○

○
○

3
4
蓮

田
北

小
学

校
1

Ｈ
2
4
.
7

校
長

室
前

の
廊

下
○

○
○

○
○

3
5
平

野
小

学
校

1
Ｈ

2
4
.
7

正
面

玄
関

入
口

○
○

○
○

○
3
6
黒

浜
小

学
校

1
Ｈ

2
4
.
7

１
階
職
員
室

○
○

○
○

○
3
7
蓮

田
中

央
小

学
校

1
Ｈ

2
4
.
7

１
階

職
員

玄
関

○
○

○
○

○
3
8
黒

浜
西

小
学

校
1

Ｈ
2
4
.
7

職
員

玄
関

○
○

○
○

○
3
9
黒

浜
南

小
学

校
1

Ｈ
2
4
.
7

１
階

児
童

昇
降

口
通

路
○

○
○

○
○

4
0
黒

浜
北

小
学

校
1

Ｈ
2
4
.
7

職
員

玄
関

○
○

○
○

○
Ｈ

2
4
.
7

職
員

室
○

Ｈ
2
5
.
9

５
・

６
組

教
室

○
Ｈ

2
4
.
7

職
員

玄
関

○
Ｈ

2
5
.
9

職
員

室
○

Ｈ
2
4
.
6

職
員

玄
関

○
Ｈ

2
5
.
9

保
健

室
○

Ｈ
2
0
.
3

保
健

室
○

Ｈ
2
4
.
6

体
育

館
○

Ｈ
2
5
.
8

職
員

玄
関

○
Ｈ

2
5
.
9

職
員

室
○

Ｈ
2
7
.
6

生
徒

昇
降

口
前

の
廊

下
○

Ｈ
2
4
.
7

消
防

署
１

階
ホ

ー
ル

○
○

○
○

○
Ｈ

1
9
.
3

救
助

１
号

車
積

載
○

Ｈ
2
3
.
2

救
急
消
毒
室

○
Ｈ

2
4
.
7

１
階

受
付

○
○

○
○

○
Ｈ

2
5
.
1

南
１

号
車

積
載

○
○

○
○

○
台

数
5
6

5
5
1

1
3

4
0

3
5
0

1
2

3
3
8

1
8

4
8

8
4

割
合

（
％

）
9

9
1

2
3

7
2

5
8
9

2
4

5
6
8

3
2

8
6

1
4

7
施

設
4
7

4
4
3

1
0

3
4

3
4
1

1
2

3
3
6

1
1

4
1

6
4

割
合

（
％

）
9

9
1

2
1

7
3

6
8
8

2
4

6
7
7

2
6

8
7

1
3

9

○
○

自
転
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設
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資料　１
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
有
無

点
検

記
録

簿
の

有
無

点
検

担
当

者
の

有
無

日
常

点
検

の
実

施
の

頻
度

消
防

本
部

蓮
田

中
学

校

平
野

中
学

校

黒
浜

中
学

校

蓮
田

南
中

学
校



状
況

一
覧

集
計

表
（

２
）

１
か

月
未

満
１
か
月
か
ら
１
年
間

１
年
間

を
超
え
る
期
間

保
存

し
て

い
な

い
無

終
了

し
て

い
る

参
加

し
て

い
な

い
終

了
参

加
し

て
い

な
い

収
納

ケ
ー

ス
本

体
Ａ

Ｅ
Ｄ

ボ
ッ

ク
ス

人
数

人
数

し
て

い
る

し
て

い
な

い
し

て
い

る
し

て
い

な
い

1
市

役
所

○
○

○
6

2
○

○
2
駅

連
絡

所
○

○
○

○
○

○
3
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
○

○
○

7
○

○
4
農

業
者

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

○
○

○
2

○
○

5
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
○

○
○

4
○

○
6
環

境
学

習
館

○
○

○
1
0

○
○

7
西

新
宿

会
館

○
○

○
1

1
○

○
8 9

1
0

1
1
健

康
増

進
課

○
○

○
7

3
○

○
1
2
保

健
セ

ン
タ

ー
○

○
○

7
3

○
○

1
3
は

な
み

ず
き

作
業

所
○

○
○

1
○

○
1
4
か

も
め

作
業

所
○

○
○

2
4

○
○

1
5
は

す
の

実
作

業
所

○
○

○
3

○
○

1
6
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
○

○
○

3
○

○
1
7
中

央
保

育
園

○
○

○
3
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○

○
1
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戸
保
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○
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○
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浜
保
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○
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○
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○
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○
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○
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3
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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西
中
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一
覧
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計
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行
っ

て
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無

埼
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日
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急
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療
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し
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市

役
所

○
○
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○
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2
駅

連
絡
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○
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3
コ

ミ
ュ
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テ
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セ

ン
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○

○
4
農

業
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ト
レ

ー
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ン
グ
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ン

タ
ー

○
○
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○

5
勤
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年
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ー

ム
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○
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学
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○
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○
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○
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業
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○
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4
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も
め

作
業

所
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○
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作
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○
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人
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ン
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○
○

1
7
中

央
保

育
園

○
○

○
○
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8
閏

戸
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育
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○
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○
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9
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浜
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○
○

2
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○
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○
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○
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○

○
2
4
中

央
学

童
保

育
所

○
○

○
○
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各都道府県知事殿

（別添）

医政発 0927第 6号

薬食 発 0927第 1号

平成 25年 9月 27 日

厚生労働省医政局長

厚生労働省医薬食品局長

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について（再周知）

自動体外式除細動器（以下「A~DJ としづ。）については、救命救急で使用
される際に、管理の不備により性能を発揮できないなどの重大な事態の発生を防

止するため、「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施についてJ（平

成 21年4月 16日付け医政発第 0416001号、薬食発第 0416001号厚生労働省医政

局長・医薬食品局長通知。以下「21年通知j としづ。）により、適切な管理方法

を周知し、協力をお願いしています。

今般、 AE Dの製造販売業者にアンケート調査を行った結果、適切な維持管理

が行われていない原因として、点検担当者の変更や時間の経過による維持管理へ

の意識の低下などが挙げられています（別紙）。また、 「AE Dの設置拡大、適

切な管理等について（あっせん） J （平成25年 3月26日付け総評相第64号）で、

21年通知の発出以降も、一部のAE Dの維持管理が適切に行われていない実態が

指摘されています。

このため、 AE Dの管理者が消耗品の適切な交換など維持管理の方法を十分に

理解し、日頃から意識するよう、貴管下の各関係団体等に対し、 21年通知の再度

の周知徹底をお願いいたします。その際、 AE Dが民間企業や集合住宅等にまで

広く普及している現状を踏まえ、一般広報等の活用も検討をお願いいたします。

また、 AE Dの製造販売業者や販売業者・賃貸業者が提供する日常点検の受託

業務や維持管理の補助の各種サービスを活用することも有効と考えられるので、

必要に応じて活用することも検討をお願いいたします。

なお、本通知の写しを、関係省庁等に対し通知したことを申し添えます。
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（別紙）

AE  Dの維持管理に関する製造販売業者に対するアンケート調査結果（概要）

1 .アンケート調査の趣旨

設置されたAE Dの維持管理は、購入者又は設置者が行っているが、日頃か

ら消耗品の交換など適切な維持管理が行われているかどうか、製造販売業者に

アンケート調査を行い、適切な維持管理の普及啓発に役立てることとしたもの。

2.調査方法

・国内でAE Dを製造販売する製造販売業者（全6社）を対象とした0

・平成25年6月末にアンケートを配付し、 8月に集計を行った。

・AE Dの提供、設置の形態としては販売、リース、レンタノレがある（その割

合は各社で非公表）。

3,. 調査結果

① 消耗品の交換・提供は、どのように行われているか。

－概ね使用期限が切れる前に、製造販売業者から購入者又は設置者に電話、電

子メール、ハガキ等で、連絡している（製造販売業者から販売店に連絡し、販

売店で対応するケースもある）。

－消耗品等の商品は、販売業者等が訪問して交換する場合と、商品を発送して

点検担当者等が自ら交換する場合がある。

② At: Dの管理者である購入者又は設置者自らが維持管理を行っている場合、

維持管理は適切に行われているか。

－製造販売業者等が日常点検の実施状況を網羅的に確認することは困難である0

・消耗品の交換については、リース・レンタル（消耗品込みでの契約）では定

期的な商品の発送があるため、交換の実施率が高いとの意見もある（2社）。

③ 設置されたAE Dの維持管理が適切に行われていない原因として、どのよう

な理由が考えられるか。

－購入者又は設置者において、維持管理の必要性や重要性についての認識が不

足している。

－点検担当者が変更になった場合や、設置してから時聞が経過することにより、

維持管理への意識が低下している。

※ 維持管理が適切に行われていないと感じられる施設の種類に傾向がある

かどうかを各社に質問したが、施設による違いはないとする社がある一方で＼

行政・公共施設、一般の会社、共同住宅を挙げる社もあり、各社により認識

が異なった。



④ 製造販売業者（又は販売・賃貸業者）として、 AE Dの購入者又は設置者に

維持管理を適切に行っていただくために実施している取組はあるか。

－販売時に説明や教育を実施する、商品に説明資材を同梱する、訪問時に説明

を行う等を各社で実施している。

・各社独自の取組事例として、以下のようなものがある。

・AE Dに自己診断を行った情報を発信する機能を付け、この自己診断の

結果を製造販売業者が受信・管理し、維持管理に必要な情報をメール等

で購入者又は設置者に提供する。

－購入者又は設置者は、 web上に設けられた専用ページに消耗品の有効期

限等を登録することができ、メール等で、消耗品の交換時期のお知らせや

関連情報の提供を受けることができる。

⑤保守契約による管理の受託はどの程度行われているか。

－設置台数の約半数で保守契約を結んでいる 1社を除き、他社ではほとんど保

守契約は結ぼれておらず、購入者又は設置者が自ら管理を行っている。



【参考1]

⑨
 

医政発第0416001号

薬食発第0416001号

弔或21年4月16日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

厚生労働省医薬食品局長

自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）

自動体外式除細動器（以下「AEDJ という。）については、平成 16年7月 1日付け

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知 J非医療従事者による自動枠外式除細動器

(AED）の使用についてj において、救命の現場に居合わせた市民による使用について

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、

商業施設等を中心に、圏内において急速に普及しております。

一方で、 AEDは、薬事法（昭和 35年法律第145号）に規定する高度管理医療槻号

及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及

び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

これらを踏まえ、救命救急においてAEDが使用される際に、その管理不備により性能

を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで、以上にAEDの適切な管

理等を徹底することが重要であることから、貴職におかれては、下記の事項について、御

協力いただくようお願いします。

なお、別添1のとおり、 AEDの各製造販売業者に対して、 AEDの設置者等が円滑に

本対策を実施するために必要な資材の提供や関連する情報の提供等を指示するとともに、

別添2のとおり、各省庁等に対して、各省庁等が設置・管理するAEDの適切な管理等の

実施と各省庁等が所管する関係団体への周知を依頼したことを申し添えます。



l 

記

1. AE Dの適切な管理等について、 AEDの設置者等が行うべき事項等を別紙のとおり

整理したので、その内容について御了知いただくとともに、各都道府県の庁舎（出先機

関を含む。）、都道府県立の学校、医療機関、交通機関等において各都道府県が設置・管

理しているAE Dの適切な管理等を徹底すること。

2.貴管下の各市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して、各市町村の庁舎（出先機

関を含む。）及び市町村立の学校、医療機関、交通機関等において各市町村が設置・管

理しているAE Dの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

3.貴管下の学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民間の学校、

医療機関、交通機関、商業施設等において当該関係団体及びその会員が設置・管理して

いるAEDの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

4.各市町村及び関係団体との協力・連携の下、 AEDの更なる普及のための啓発を行う

際には、 AEDの適切な管理等の重要性についても幅広く周知すること。

5.各都道府県、各市町村、関係団体等が実施するAEDの使用に関する講習会において、

AED の適切な管理等の重要性についても伝えること。

（照会先）

医薬食品局安全対策課安全使用推進室

電話： 03~5253-1111 （内線2751,2758)

夜間直通： 03-3595-2435



別紙

AE  Dの設置者等が行うべき事項等について

1.点検担当者の配置について

AE  Dの設置者（AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等。）

は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者j を配置し、互笠主

検等を実施させて下さい。

なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、

設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は

複数の者による当番制とすることで差し支えありません。

また、特段の資格を必要とはしませんが、 AE Dの使用に関する講習を受講した者で

あることが望ましいです。

2.点検担当者の役割等について

AE  Dの点検担当者は、 AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい0

1）日常点検の実施

AE  D本体のインジケータのランプの色や表示により、 AE Dが正常に使用可能な

状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。

なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処

を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者（以下「製造

販売業者等」という。）に連絡して、点検を依頼して下さい。

2）表示ラベルによる消耗品の管理

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等

を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等

に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極ノ〈ッドやパッテリの交換時期を日頃か

ら把握し、交換を適切に実施して下さい。

なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者等が必要事項

を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。

3）消耗品交換時の対応

電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極ノぐッド等に添付された

新しい表示ラベルやシーノレ等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、 AEDに

取り付けて下さい。

3. AE  Dの保守契約による管理等の委託について

AE  Dの購入者又は設置者は、 AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設

置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。



4. AE  Dの設置情報登録について

AE  Dの設置情報登録については、平成19年3月30日付け医政発第0330007号厚

生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器（AED）の設置者登録に係る取り

まとめの協力依頼についてJにおいて、 AEDの設置場所に関する情報を製造販売業者

等を通じで財団法人日本救急医療財団に登録いただくよう依頼しているところです。

同財団では、 AE Dの設置場所について公表を同意いただいた場合には、 AEDの設

置場所をホームページ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があら

かじめ地域に存在するAEDの設置場所について把握し、必要な時にAEDが迅速に使

用できるよう、取り組んでおります。

また、 AEDに重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造

販売業者から迅速・確実に情報が得られるようにするためにも、設置場所を登録してい

ない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施

するようお願いします。

d なお、 AE Dを家庭や事業所内に設置している場合等では、 AEDの設置場所に関す

る情報を非公開とすることも可能です。

（参考） AE  D設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ） URL 

http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm 
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平成２７年８月２５日 
 

 
各都道府県知事 殿 

 
 

厚生労働省医政局長  
                         

 
 

自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の有効活用等について 
 
自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、「非医療従事者に

よる自動体外式除細動器（AED）の使用について」（平成１６年７月１日付医政

発第０７０１００１号厚生労働省医政局長通知）により非医療従事者である一

般市民にも使用が認められて以降、学校、駅、公共施設、商業施設等を中心に

急速に普及してきた。 
こうした中、AED の設置場所に関する情報等、一般財団法人日本救急医療財

団（以下「財団」という。）が把握した情報については、地方公共団体が情報提

供を希望した場合、AED 設置者の連絡先等ホームページで公開されていない情

報を含めて提供することを当省から財団に対して検討するようお願いしていた

ところであるが、今般、財団に設置された「AED 設置登録情報等に関する小委

員会」において、別添のとおり「AED 設置登録情報の有効活用について（AED
設置登録情報等に関する小委員会報告書）」（以下「報告書」という。）が取りま

とめられた。 
貴職におかれては、この報告書の趣旨を踏まえ、AED が必要な場合に有効に

使用され、地域の救命率が向上するような医療提供体制を整えていただくため

に、AED 設置登録情報の有効活用について、下記の対応をしていただくととも

に、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団体に周知していただく

ようお願いする。 
 

記 
 
１ 財団への AED 設置登録情報の提供の申請等について 

財団に登録されている AED 設置登録情報のうち、すでに地方公共団体
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への情報提供の承諾を AED 設置者から得ているものについては、今般、

財団から地方公共団体に情報提供を行うこととなったので、必要に応じ

て財団に申請し、財団から提供を受けた AED 設置登録情報を用いて、独

自に取り組まれているＡＥＤマップ等をさらに充実させ、地域の救命率

が向上するような体制を整えていただきたいこと。 
なお、具体的な申請方法については、別途「日本救急医療財団に登録

されている自動体外式除細動器（AED）設置登録情報を地方自治体が活

用するための手順書等について」（平成２７年８月２５日付医政地発第

０８２５第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）で衛生主管部

局長宛に情報提供するので、当該手順書によること。 
また、AED 設置登録情報を利用する際には、ログイン名、パスワード

の交付を受けることが必要となるところ、貴管下の市区町村等が AED 設

置登録情報を利用する際には、必要となるログイン名、パスワードにつ

いては、貴都道府県において当該市区町村等に対し交付および管理をし

ていただきたいこと。 
 

２ 日本救急医療財団全国 AED マップを用いた住民への情報提供について 
今般、財団において、これまで登録されている情報をもとに日本救急

医療財団全国 AED マップを作成したので、現時点で AED マップを作成

していない地方公共団体については、当該マップを地方公共団体のホー

ムページにリンクをさせることなどにより、住民への情報提供に活用す

ること。（リンク作成の必要な手順は前項の手順書等に記載されているこ

と。） 
（参考）「日本救急医療財団全国 AED マップ」  
  URL：  https://www.qqzaidanmap.jp/ 
 

３ 財団に既に登録されている AED 設置登録情報の更新の推進について 
AED 設置登録情報については、AED の具体的な設置場所、使用の可

否に係る情報が重要であるため、財団においては設置者が登録するべき

事項を増やすとともに、適時適切に情報更新が行われるよう従来の登録

方式に代え AED 設置者が直接、財団に登録または更新をするよう改める

とともに、その登録情報の信頼度を明示することにした。 
 ついては、AED 設置登録情報が適時適切に更新され、その信頼度が向

上されるよう、貴管下の AED 設置者に対し登録情報の更新について呼び

かけること。（更新の手順は AED マップホームページからアクセス可。） 
（参考）「自動体外式除細動器（AED）設置の皆様へ」  

      URL：  http://www.qqzaidan.jp/AED/settitouroku.htm 



４ 財団に AED 設置登録情報を未登録の設置者に対する登録の呼びかけにつ

いて 
AED 設置登録情報については、「自動体外式除細動器（AED）の適切

な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」（平成

２１年４月１６日付医政発第０４１６００１号薬食発第０４１６００

１号厚生労働省医政局長厚生労働省医薬食品局長連名通知）において、

AED 設置者に対して財団に登録するよう、お願いしていたところであ

る。 
 貴管下において、財団に AED 設置登録情報を登録していない AED 設

置者がいる場合、当該設置者に対し財団への登録を呼びかけるなどの取

組をすること。（新規登録の手順も AED マップホームページからアクセ

ス可。） 
（参考）「自動体外式除細動器（AED）設置の皆様へ」  

URL：  http://www.qqzaidan.jp/AED/settitouroku.htm 
 
５ AED を有効に使用するための表示に係る必要な整備について 
（１）誘導表示の充実について 

AED が必要な時に AED を設置している場所にたどり着けるよう、施

設の入口においてはステッカーを表示すること、施設内では AED の設

置場所まで誘導する案内表示を置くことなどの取組をすること。 
 

（２）AED のマークについて 
 今般、AED 設置者が、財団作成の AED のマークを使用したい場合に

おいては、財団のホームページから自由にダウンロードして使用できる

こととしたため、必要に応じて、AED 設置者への周知をすること。 
なお、AED の販売業者や地方公共団体等が作成した独自の AED マー

クの使用を否定するものではないこと。 
 

以上 
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平成２７年８月２５日  

 
 

関係省庁（別記１） 殿 
 
 

厚生労働省医政局長  
（ 公 印 省 略 ）                         

 
 

自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の適切な更新等について（依頼） 
 
医療行政の推進については、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

標記について、今般、別添のとおり各都道府県知事に対して通知を発出しま

したので、その内容について御了知いただくとともに、貴省庁等がその庁舎（出

先機関を含む。）等において設置・管理している自動体外式除細動器（以下「AED」

という。）の設置登録情報の適切な更新等をお願いします。 
 また、貴省庁等所管の事業所等及びその会員が設置・管理している AED の設

置登録情報についても適切な更新等が行われるよう、別添の通知の内容につい

て周知いただきますよう御協力をお願いします。 
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（別記１） 

 
 内閣官房内閣総務官       内閣法制局総務主幹 

 

 人事院事務総局総括審議官    内閣府大臣官房長 

 

 宮内庁長官官房審議官      公正取引委員会事務総局官房総括審議官 

 

 警察庁長官官房長        金融庁総務企画局長 

 

  消費者庁次長          復興庁統括官 
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日本救急医療財団に登録されている自動体外式除細動器（AED）設置登録情報 

を地方自治体が活用するための手順書等について 
 
一般財団法人日本救急医療財団（以下「財団」という。）に登録されている自

動体外式除細動器（以下「AED」という。）の設置登録情報の有効活用について

は「自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の有効活用等について」（平成２
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都道府県知事宛に通知したところ。 
今般、財団が、具体的な AED 設置登録情報の活用方法、利用に係る申請方法

などを手順書等（別添）にとりまとめたので、御了知いただきたい。 
貴職におかれては、別添を参考の上、必要に応じて、他の部局とも連携の上、

AED 設置登録情報を有効活用していただくようお願いする。 
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２ 計画の概要

(1) 計画の主旨

埼玉県では、県民が県民を救う基本的な理念として、人命救

助の思想を普及するとともに、心肺停止者の救命率の向上を図

る。

このため、心肺停止による突然死から県民の尊い命を守るた

め、公共施設や駅構内、公園施設など県民が多く立ち寄る民間

施設などへのＡＥＤの設置促進、効果的に使用するための救命

講習会の受講促進、ＡＥＤの必要性や有効性の普及啓発 及び、

ＡＥＤ設置等届出システム及びＡＥＤ設置情報提供システムの

構築を図るなど 「埼玉県ＡＥＤ普及推進計画」を定めるもの、

である。

(2) 計画の構成

この計画は、次の４項目から構成されている。

ア ＡＥＤの設置促進

イ 救命講習会の受講促進

ウ ＡＥＤ普及啓発

エ ＡＥＤ設置等届出システム及びＡＥＤ設置情報提供シス

テムの構築

(3) 計画の期間及び目標

この計画は、５年間とし、次の目標の達成に努める。

ア 県内のＡＥＤの設置が望まれる施設の設置台数

約８，５００台

イ 救命講習会の受講者数

約２５万人（年間５万人）
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３ 計画の背景

全国では、病院以外で約２万人が突然の心肺停止で亡くなっ

ており、この数は、交通事故死の約２倍にもなっている。また、

県内の心肺停止で亡くなっている方は、年間１，８２０人と推計

されている。

心臓発作などによる心臓停止に対する救命処置としては、心肺

蘇生法に併せて、ＡＥＤの効果的な活用が有効と言われている。

心肺停止後、救命処置が１分遅れると生存率が１０％減少し、

こうした現状等を踏まえ、平成１６年７月から、ＡＥＤが一般人

（非医療従事者）でも使用できるようになり、多くの救命実績が

報告されている。

一方、米国シアトル市は、病院に搬送する前の救命処置の先進

心肺蘇生法の市民普及率は約７０％にもなってい地であり、

る。

また、全市的に行われる市民の救急救命体制への高い意識

があり、ＡＥＤは市内すべての公共施設に配置され、一刻を

争う現場では市民の救命活動がに大きく貢献している。

県では、シアトル市を将来の目標として、今年度から官民一体

となったＡＥＤの設置促進や普及啓発などに取り組むこととし

た。

この取り組みに当たり、市町村や民間がＡＥＤの設置や運用を

バラバラに整備するのではなく、県全体として統一的な整備を図

ることとし、このたび 「埼玉県ＡＥＤ普及推進計画」を作成し、

た。
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４ 埼玉県ＡＥＤ普及推進計画（全体計画）

(1) ＡＥＤの設置促進

ＡＥＤを設置する等の法令は、現在、日本にはないが、ＡＥ

Ｄを活用した迅速な救命処置を行える体制を一刻も速く普及さ

せる必要がある。

このため、概ね５年間で、県内全体として、約８，５００台

のＡＥＤの設置促進を図る。

ＡＥＤの設置に当たっては、県や市町村が率先して、公共施

設へＡＥＤの設置促進を図る。

また、市町村及び民間施設への普及に当たっては、ＡＥＤの

設置が望まれる施設や管理方法、表示のあり方など、基本的な

考え方をまとめた「埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライン」を作

成し、設置促進を図る。

ア ＡＥＤの設置が望まれる施設

(ｱ) 県民の方が多く立ち寄る施設（公共施設など）

(ｲ) 発生率が高い施設（スポーツ施設など）

(ｳ) 県民の認知度が高い施設（コンビニなど）

イ ＡＥＤの設置が望まれる計画台数

区 分 計画台数（５年間）

県 の 施 設 ２１７

市町村の施設 約３，２００

民 間 の 施 設 約５，１００

合 計 約８，５００

※ 計画台数は、ＡＥＤの設置が望まれる市町村及び民間施設にＡＥＤ

１台とした。



- -5

(2) 救命講習会の受講促進

心肺停止状態の傷病者が発生した救急現場に居合わせた者

（バイスタンダー）が、迅速にＡＥＤを用いて除細動を行うこ

とが心肺停止状態の傷病者に有効である。

このため、県民の方がいつでも・どこでも・だれでもが

ＡＥＤを効果的に使用できるよう、市町村等消防機関や日本

赤十字社埼玉県支部など関係機関の協力を得て、年間５万人、

５年間で２５万人のＡＥＤを含む救命講習会の受講促進を

図る。

救命講習会の受講促進に当たっては、県のホームページや広

、 、 。報誌などにより 救命講習会の日程を掲示し 受講促進を図る

(3) ＡＥＤ普及啓発

ＡＥＤが今だ認知されていない現状にあっては、ＡＥＤの機

能や操作方法など広く県民に普及啓発を行う必要がある。

このため、ＡＥＤの必要性や有効性を理解していただくため

のＡＥＤの一般知識や操作方法を記載したパンフレット等を作

成し、普及啓発を図る。

また、ＡＥＤの設置場所に八都県市共通の「ＡＥＤマーク」

を掲示するとともに、県ホームページなどによりＡＥＤ設置場

所が県民に分かる体制の整備を推進する。

(4) 設置等届出システム及び 設置情報提供システムの構築AED AED

一般県民がＡＥＤを効果的に活用するためには、埼玉県内の

設置場所やＡＥＤの利用方法を、だれでもが容易に把握できる

システムが必要である。

このため、ＡＥＤ設置者の協力を得て、ＡＥＤの設置、変更

又は廃止の情報を届け出ていただく「埼玉県ＡＥＤ設置等届出

システム」を構築する。

また、このデータを活用するために、関係機関へ情報提供す

るとともに、県ホームページの地図上や携帯電話から検索可能

な「埼玉県ＡＥＤ設置情報提供システム」を構築する。
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５ 計画の推進

(1) 埼玉県の役割

埼玉県は、埼玉県ＡＥＤ普及推進計画を進めるに当たり、次の

役割を担う。

ア 埼玉県ＡＥＤ普及推進協議会の設置・開催

イ 救命講習会の受講促進

県ホームページなどで講習日程をお知らせし、受講促進を

行う。

ウ 県有施設へのＡＥＤ設置

県有施設に２１７台設置する。

エ ＡＥＤ普及啓発

率先して普及啓発用パンフレットとＡＥＤマークを作成す

るとともに、市町村や民間施設と連携し、官民一体となった

普及啓発を展開する。

オ ＡＥＤ設置等届出システム及びＡＥＤ設置情報提供システムの

構築

ＡＥＤの効果的な活用を図るため、ＡＥＤ設置等届出シス

テム及びＡＥＤ設置情報提供システムを構築し、その運用を

図る。

(2) 市町村・民間事業者の役割

市町村・民間事業者は 「埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライ、

ン」を参考にして、次の事項の実施に努める。

ア 市町村

(ｱ) 市町村ＡＥＤ普及推進計画の検討・作成

市町村は、埼玉県ＡＥＤ普及推進計画に準じた市町村

ＡＥＤ普及推進計画を作成する。

(ｲ) 市町村施設へのＡＥＤ設置促進

ＡＥＤの必要性や有効性を検討し、積極的にＡＥＤの設置

に努める。
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(ｳ) 救命講習会の開催及び受講の推進

、 、市町村は 市町村職員がＡＥＤを効果的に使用できるよう

、 、地元消防機関などと連携し 救命講習会を開催するとともに

救命講習会の受講を推進する。

(ｴ) ＡＥＤ普及啓発

市町村は、パンフレットや市町村ホームページ、地域の会

、 。合などにより ＡＥＤの必要性や有効性などを普及啓発する

(ｵ) ＡＥＤ設置情報の公表

市町村は、ＡＥＤマップの作成や市町村ホームページなど

でＡＥＤ設置情報を広く市町村民に公表する。

イ 民間事業者

(ｱ) ＡＥＤの設置促進

民間事業者は、ＡＥＤ設置の必要性や有効性を検討し、積

極的にＡＥＤの設置に努める。

(ｲ) 救命講習会の受講促進

民間事業者は、従業員のだれでもがＡＥＤを使用できるよ

う救命講習会の受講を推進する。

《参考》

八都県市首脳会議における「ＡＥＤ普及啓発検討会」

平成１７年１１月１６日、埼玉県で開催された八都県市首脳会

議において、さいたま市から、八都県市共同でＡＥＤ普及啓発の

ための基本方針や共通マニュアルの作成など、ＡＥＤの普及啓発

の提案があり、平成１８年５月１５日に八都県市で次の事項など

が合意された。
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(1) ＡＥＤ普及啓発基本方針等の策定

自治体だけでなく、各種団体や民間企業にＡＥＤの普及推進

を図るため、ＡＥＤ普及啓発基本方針及びマニュアルを策定す

る。

(2) 自治体職員の救命講習会の受講促進

、 。自治体職員が率先して救命講習会を受講し 救命に取り組む

(3) 八都県市共通の「ＡＥＤマーク」の作成

八都県市共通の「ＡＥＤマーク」を作成し、ＡＥＤ設置場所

を明示する。

《参考：八都県市首脳会議メンバー》

八都県市首脳会議は、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、

横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市の首長がメンバーと

なっている。

八都県市首脳会議における
「 仮称）ＡＥＤ設置情報提供に関する検討会」（

平成１９年１１月１２日、千葉県で開催された八都県市首脳

会議において、埼玉県とさいたま市から、ＡＥＤによる救命事例

の報告（さいたま市）及び設置情報の提供促進についての提案

（埼玉県）を行った。その結果、八都県市全域のＡＥＤ設置場所

を検索できるシステムの構築について、首都圏連合協議会で検討

を行うこととなった。





埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライン

埼玉県のマスコット「コバトン」

埼玉県彩の国
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Ⅰ 総 論

１ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External Defibrillator）

の普及推進の背景

( ) 命を守るために1
全国の心疾患による死亡者数は、平成１５年が１５万２千人余、平成

１６年が１５万９千人余で増加している。今後も高齢化の進展により心

筋梗塞等の心疾患による死亡者が増加することが予想される。

この内、全国の病院以外において、突然の心肺停止による死亡者は、

約２万人で、交通事故死の約２倍にもなっている。埼玉県内でも、年間

１，８２０人が死亡していると推計される。

心臓の突然死の原因には、脈の速い不整脈の心室細動がある。心室細

動とは、心臓心室の複数の場所から異常な電気信号が発生し、電気的な

系統がとれなくなる状態である。心室細動に陥った心臓は、心臓が痙攣

を起こし震えた状態になる。この状態になると心臓は、ポンプとしての

機能を果たせず、全身に血液を供給することが不可能になるため、極め

て短時間に意識を失い、救命するには迅速な応急手当が必要になる。

心室細動が起きた場合、自然に回復することは極めて希で、唯一の治

、 、 、療手段は 体外から電気ショックを与え 心臓の不規則なリズムを整え

心拍を正常に戻すことが必要である。３分以内にこのような適切な処置

が施されない場合、蘇生は困難となる。

心肺停止者の救命に当たっては、迅速な人工呼吸や心臓マッサージの

一次救命処置と迅速な電気的除細動が有効である。
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( ) 救命の連鎖2
心肺停止者の救命のためには 「救命の連鎖」の図に示されているよ、

うに４つの各輪がうまく組み合わさって連続して機能することが大切で

ある。

（ 救命の連鎖」の図）「

１つ目の輪は 「早期の通報」である。、

一般人が、心肺停止の疑いのある者を発見した場合、直ちに１１９番

通報を実施し、救急活動システムを起動するための最初の重要な行動と

なる。

２つ目の輪は 「早期の心肺蘇生」である。、

救急隊員等が到着するまでの間、心臓マッサージや人工呼吸等の一次

救命処置が救命率の向上に重要となる。

３つ目の輪は 「早期の除細動」である。、

もし倒れている者が心臓に原因のある病気で除細動が適応になる場

合、１分１秒でも早く除細動を実施することが救命率の向上に重要とな

る。

４つ目の輪は 「早期の病院搬送（二次救命、

処置 」である。）

これは、医療機関で行われる薬剤等を用いた救命治療である。
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救命のためには、この一連の流れがスムーズに行われることが必要で

あり、この一連の鎖が一つでも欠けたら命を助けることはできない。

このように、各輪を上手に連携させることが救命率の向上のためには

重要であり、バイスタンダーも最初の３つ目の輪までを担う非常に重要

な役割を担う一員である。

一般人（県民）も日頃から救命講習等を通じて、救命について理解し

ていただき、積極的に「救命の連鎖」の一員として関わっていくことが

望まれる。

「県民が県民を救う」基本的な理念として、バイスタンダーが「強い

勇気と意志」を持って救命処置ができる体制づくりとしての人命救助の

思想の普及を図ることが重要となる。

「勇気と強い意志を持って救命処置を」！
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( ) ＡＥＤの普及3
、 （ ） 、従来は ＡＥＤも含めて除細動器の使用は医業 医療行為 にあたり

資格（医師本人、医師の指示の下での看護師、救急救命士の使用）のな

い者は医師法等に抵触したが、緊急な救命処置が求められることから、

平成１６年７月の厚生労働省の通知により、一般人（非医療従事者）も

ＡＥＤの使用が可能となり、多くの救命実績が報告されている。

なお、米国シアトル市は、病院に搬送する前の救命処置の先進地であ

り、心肺蘇生法の市民普及率は約７０％にもなっている。

全市的におこなわれる市民の救急救命体制への高い意識があり、ＡＥ

Ｄは市内すべての公共施設に配置され、一刻を争う現場では市民の救命

活動がに大きく貢献している。

( ) ＡＥＤによる救命事例（埼玉県内）4
ア 水泳の授業中

平成１９年６月、さいたま市内の小学校で、水泳の授業中に児童が

意識不明の心肺停止状態となったが、担任教諭が心臓マッサージを行

う一方、別の教諭がＡＥＤを準備し、連携して処置を行ったところ、

意識を回復した。

イ 体育の授業中

平成１８年１１月、県東部の県立高校で、体育の授業中に生徒が心

肺停止状態となったが、授業担当教諭が心臓マッサージを行う間に、

養護教諭がＡＥＤを準備し、協力してＡＥＤを使用したところ、意識

を回復した。

ウ 社会人サッカーの試合中

平成１８年９月、荒川総合運動公園サッカー場で、社会人サッカー

の試合中に選手が倒れたが、チームメートが４日前に公園管理事務所

に設置されたＡＥＤの使用を含む心肺蘇生処置を行い、一命を取り留

めた。

エ 高校サッカーの試合中

高校サッカー試合中に選手が倒れ、救急車の到着までの間、高校教

諭の適切な１次救命処置が行われ、救急車到着後、ＡＥＤによる処置

により一命を取り留めた。
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( ) 県内のＡＥＤ設置状況（平成２０年１月現在）5
県内では、平成２０年１月現在、３，９２５台のＡＥＤが届出され

ている。

施設の種類 届出台数

国有施設 １７

県有施設 ３１２

市町村施設 ２，２６４

消防機関 ２４４

病院・診療所 ６０３

３３歯科医院

日本赤十字社 ４５

私立学校 ９７

その他 ３０９

合 計 ３，９２５

公

共

施

設

民

間

施

設

その他の内訳

No 施設の種類 台数 No 施設の種類 台数

1 金融機関 77 11 自治会・管理組合 10

2 工場・事務所 47 12 駅 3

3 スポーツ施設 31 13 集会所 3

4 専門・各種学校 24 14 公衆浴場 3

5 ガソリンスタンド 23 15 接骨院 2

6 老人福祉施設 21 16 保育所 2

7 百貨店・ショッピングセンター 20 17 ホテル・旅館 1

8 レジャー施設 16 18 自動車 1

9 店舗 14 19 宗教施設 1

10 農協 10 309計
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Ⅱ 各 論

《埼玉県ＡＥＤ普及推進ガイドライン》

このガイドラインは、県民へ人命救助思想の普及を図り、市町村や民間

事業者へのＡＥＤ設置の促進方法及び設置されたＡＥＤの効果的な活用が

図られる方法を示し、市町村や民間事業者へのＡＥＤの普及を目的として

作成したものである。

１ ＡＥＤ普及推進計画の検討

県民の命を守るため、人命救助の思想を理解し、ＡＥＤの整備による救

急救命体制の充実を図るためには、単にＡＥＤの設置にとどまらず、全体

の救急救命体制を考慮して、各市町村や各民間事業者ごとのＡＥＤ普及推

進計画を検討し、作成する必要がある。

２ 市町村・民間施設へのＡＥＤ設置

( ) 設置が望まれる施設の選定1
市町村や民間事業者は、県民の方が多く立ち寄る公園や発生率の高い

スポーツ施設などＡＥＤの設置が望まれる施設を選定し、ＡＥＤの設置

に努める。

ア ＡＥＤの設置が望まれる施設

(ｱ) 県民の方々が多く立ち寄る施設（公共施設など）

(ｲ) 発生率が高い施設（スポーツ施設など）

(ｳ) 県民の認知度が高い施設（コンビニなど）
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イ 市町村及び民間施設にＡＥＤの設置が望まれる施設の例示等

市 【設置数 ：約３，２００件（設置が望まれる公共施設数）】

町 【例 示】

村 市町村庁舎、スポーツ施設、市民会館、公民館、図書館、

博物館、公立学校、保健センター、消防関係施設など

【設置数 ：約５，１００件（設置が望まれる民間施設数）】

民 【例 示】

間 駅、私立学校、スポーツクラブ、ショッピングセンター、コ

ンビニ 、薬局、ホテル・旅館、遊園地など

※ 設置数は、ＡＥＤの設置が望まれる市町村の公共施設や各民間施設

について、１施設１台とした。

ウ ＡＥＤを設置・導入してほしい場所

ＮＰＯ法人ＡＥＤ普及協会は、どこにＡＥＤを設置してほしいか、

一般人を対象にホームページ上でアンケート調査を実施している。

（平成２０年１月２８日現在：得票数１１，６４８票）

アンケート順位 施設の種類 投票数

１ 駅 ４８０

２ 学校 ４２４

３ ショッピングセンター ４１５

３ コンビニ ３６３

５ 役所や公共施設 ３４３

６ 空港 ３３１

７ スポーツクラブ ３１２

８ マンション ２８８

９ 大規模ホテル ２８６

１０ 公共スポーツ施設 ２７９

１１ 警察車両 ２５８

１２ 消防車両 ２５６

１３ 警察署・交番・派出所 ２４９

１４ スポーツイベント ２４９

１５ 病院 ２４０

上記以外では、交番・消防団、ガソリンスタンド、医院・歯科医院、

高速道路サービスエリア、旅館・ホテル、広域避難場所、郵便局、老人

、 、 、 、 、 、保健施設 劇場 文化会館 ゴルフ場 タクシー 県営及び市営運動場

公民館等が掲げられている。
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( ) ＡＥＤ設置後の管理2
市町村や民間事業者は、ＡＥＤを設置した場合、次の事項の管理に努

める。

ア ＡＥＤ管理者の設置

迅速かつ的確に対応できるようＡＥＤ管理者を設置する。

イ 点検（作動確認）

ＡＥＤは、基本的にはメンテナンスフリーであるが、適切に作動

するかＡＥＤ本体からの表示等により確認する。

ウ ＡＥＤマークの表示

必要なときに一般市民が活用できるように、施設にＡＥＤを備え

付けていることや使用方法を明示しておく必要がある。

例えば、ＡＥＤを設置している建物については、入り口付近にマ

ークを表示したり、標識によって設置場所を誘導・明示することも

有効である。

《ＡＥＤマークと設置例》
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３ 救命講習会

( ) 救命講習会の必要性1
ＡＥＤの設置と救命講習会は車の両輪と同じで、どちらが欠けても、

心肺停止者に対する効果的な対応ができない。

ＡＥＤを設置している市町村及び民間事業者は、職員又は従業員が、

ＡＥＤを効果的に使用できるよう、地元消防本部や日本赤十字社埼玉県

支部等と連携し、ＡＥＤの操作を含む救命講習会の受講に努める。

また、市町村者は、市町村ホームページや広報誌、各種会議などを通

じて、救命講習会の必要性のＰＲに努める。

( ) 受講対象者2
ＡＥＤ設置施設の職員や従業員は、可能な限り救命講習会の受講に努

める。

また、救命講習会の受講は、一度だけでなく、復習を含め再受講に努

める。

この他、その場に居合わせた者（バイスタンダー）によって適切な応

急手当がなされるかが重要となるため、一般市民も日頃から救命講習の

受講が望まれる。

( ) 救命講習会の受講促進3
県は、市町村等消防機関や日本赤十字社埼玉県支部などが行う救命講

習会の開催日程の情報を入手し、ＡＥＤ設置施設に情報を提供し、救命

講習会の受講促進を図ることととする。

これを受け、市町村や民間事業者は、計画的に職員や従業員の救命講

習会の受講に努める。
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４ ＡＥＤ普及啓発

( ) 普及啓発の実施1
市町村及び民間事業者は、広く県民の方にＡＥＤの正しい情報の提供

し、ＡＥＤの必要性を理解していただくよう普及啓発に努める。

また、ＡＥＤの設置場所が分かる八都県市共通の「ＡＥＤマーク」の

周知や市町村ホームページなどにより普及啓発を行う。

( ) 普及啓発方法2
ア ＡＥＤマークの周知徹底

市町村及び民間事業者は、ＡＥＤの効果的な活用を図るため、地元

住民などに設置場所が分かるよう「ＡＥＤマーク」などを周知する。

イ ＡＥＤ普及啓発（ＰＲ）

、 、市町村は 住民にＡＥＤの必要性や有効性を理解していただくため

市町村ホームページや広報誌、各種会議などを通じて普及啓発の推進

に努める。

ウ 市町村別ＡＥＤマップの検討

市町村は、住民にＡＥＤ設置場所が分かる市町村別のＡＥＤマップ

作成の検討や市町村ホームページへの掲載について努める。

）《ＡＥＤマップ例示 （銀座地区ＡＥＤマップ：京橋消防団第３分団》
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八都県市共通「ＡＥＤマーク」

上記「ＡＥＤマーク」を基本として、設置場所

等が分かるよう次の事項を記載するなど設置場所

の状況により工夫する。

《記載事項の例示》

１ 掲示場所

(1) 施設出入口（設置施設名）

(2) 設置場所までの案内

(3) 設置場所

２ 管理先名等

(1) 管理先（○○課○○担当）

(2) 連絡先（電話○○○―○○○―○○○○）

３ 開設曜日・時間（○曜日～○曜日、○時～○時）
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ＡＥＤ普及啓発用パンフレット



- -13

５ ＡＥＤ設置等届出システムへの対応

県は、効果的に活用するため、埼玉県内のＡＥＤを設置している施設

及び今後設置する施設に対し、埼玉県ＡＥＤ設置施設の届出、変更及び

廃止に関するシステムの周知徹底を図る。

これを受け、市町村や民間事業者は、設置者の努力義務として、次の

ＡＥＤ設置届出等に努める。

( ) 届出対象施設1
埼玉県内のＡＥＤを設置している全ての施設及び新たに設置する施設

を対象とする。

( ) 実施時期2
平成１８年１２月から実施する。

( ) 届出ルート3
ア 市町村

依頼

県薬務課 → 市町村（市町村等消防機関を含む）

届出

→ 県薬務課

（ ）イ 民間施設・今後設置する施設 ＡＥＤメーカー及び販売業者の協力

依頼

県薬務課 → ＡＥＤメーカー → ＡＥＤ販売業者

依頼 依頼 届出

→ 民間施設・今後設置する施設 → 県薬務課

( ) ＡＥＤを設置している施設の努力義務4
ア ＡＥＤを設置した場合の設置・変更・廃止届出の協力

イ ホームページなどによるＡＥＤ設置状況の周知（公表）

ウ ＡＥＤマップの作成の検討
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Ⅲ 参 考

１ ＡＥＤの機能及び操作性

( ) 名称1
ＡＥＤとは Automated 自動 External 体外式 Defibrillator 除、 （ ） （ ） （

細動器）の略である。

( ) 機能2
急性心筋梗塞などを発症し、心電図上で心室細動となった場合に心臓

、 （ ）に規則正しいリズム取り戻させるため 心臓に強い電気的刺激 除細動

を行う。

( ) ＡＥＤの操作性（簡便性）3
機器が自動的に心電図波形を解析し、除細動の要否を判定するととも

に、必要な処置についてもその手順について音声によるガイダンスを行

う。

操作者は、患者の胸に電極を貼り付け、装置の音声ガイダンスにより

除細動のスイッチを押すだけで良く、一般人でも比較的簡単に使用でき

る。主な特徴は、次のとおりである。

ア 心電図を読む能力、医学的専門知識を必要としない。

イ 電気ショックをすべきか否かを音声により教える。

ウ 心室細動又は速い心室頻脈以外は、ＡＥＤは作動（電気的刺激）

しない。

エ 本体重量は、３ｋｇ前後で持ち運びが可能である。

、 、オ 自動点検機能を内蔵し バッテリー及び電極パッドの交換以外は

基本的にメンテナンスは不要である。

カ 本体は、心電図波形などのデータを保存し、その後、音声や心電

図記録の再生が可能である。
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( ) 操作上の留意事項4
ＡＥＤを使用する際に次の事項に注意が必要である。

ア 意識と呼吸がないことを確認する。

イ 使用する前に１１９番通報を行う。

ウ 電極パッドを貼る胸が裸になっていることを確認する。

エ 身体が濡れていないこと （濡れていればタオルで拭き取る ）。 。

貼り薬がないこと （あれば取り剥がす ）。 。

金属やペースメーカーなど固い出っ張りはないか確認する （あ。

れば２．５ｃｍ以上離す ）。

胸毛が多い場合は、カミソリなどで剃る。

オ ２つの電極は、接触したり重なったりしないようしっかり貼付す

る。

カ 電極ボタンを押す直前に、誰も心停止者に触れていないことを確

認する。

キ 救急隊員が到着するまで電極パッドを剥がさないこと。

( ) 小児への使用5
１歳以上８歳未満の小児へのＡＥＤ使用については、通電容量を小児

用に適した量に減らすことのできるＡＥＤが必要であり、各メーカーか

ら「小児用電極パッド」が発売されている。

（メーカー名の５０音順）( ) 主なＡＥＤ6

エムビーエス（ メディカルシステム）CU

CU-ER１

※ 小児用電極パッドに対応可能

※※ 文字による操作案内が可能
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日本光電工業

ＡＥＤ－９２３１ ＡＥＤ－１２００

※ 小児用電極パッドに対応可能 ※ 小児用電極パッドに対応可能

※※ 文字による操作案内が可能

日本メドトロニック

LIFEPAK CR Plus LIFEPAK500Ｂ

※ 小児用電極パッドに対応可能 ※ 小児用電極パッドに対応可能

※※ 文字による操作案内が可能

フィリップスエレクトロニクスジャパン／レールダル

ハートスタートＦＲ２ ハートスタートＨＳ１

※ 小児用電極パッドに対応可能 ※ 小児用電極パッドに対応可能

※※ ディスプレイ搭載機種は文字による

操作案内が可能
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２ 標準的な講習内容 （普通救命講習Ⅰ）

１ 到達目標 １ 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場

到着するのに要する時間程度できる。

２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について理解し、正

しく使用できる。

２ 標準的な実施要領 １ 講習会については、実習を主体とする。

２ １クラスの受講者数の標準は、３０名程度とする。

３ 訓練用資機材一式に対して受講者は５名以内とする

ことが望ましい。

４ 指導者１名に対して受講者は１０名以内とすること

が望ましい。

（ ）項 目 細 目 時間 分

応急手当の重要性 応急手当の目的・必要性（突然死 １５

を防ぐための迅速な通報等の必要

性を含む）等

救命に 心肺蘇生法 基礎的 反応の確認、通報、気道確保要領

必要な 心肺蘇生法 口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領応急手当 （実技）

（成人に シナリオに対応した心肺蘇生法

対する ＡＥＤの ＡＥＤの使用方法（ビデオ等）

方法） 使用法 指導者による使用法の提示 １６５

ＡＥＤの実技要領

異物除去法 異物除去要領

効果確認 心肺蘇生法の効果確認

止血法 直接圧迫止血法

合 計 時 間 １８０
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３ 非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について

（平成１６年７月１日付け厚生労働省医政局長通知）

医療法は、医師以外の者が医療行為を行うことを禁止していますが、平

成１６年７月から、偶然に心肺停止の現場に居合わせた一般市民（バイス

タンダー）が緊急避難的にＡＥＤを使用することは、効果的であることや

欧米諸国では講習を実施した一般市民にもその使用を普及しており、ＡＥ

Ｄの安全性及び信頼性について評価が確立しているため、医師法違反にな

らないとう通知が厚生労働省から発出され、詳細については次のとおりで

ある。

非医療従事者によるＡＥＤの使用については 「非医療従事者による自、

動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用のあり方検討会」において、次のとお

り報告書がとりまとめられた。

( ) ＡＥＤを用いた除細動の医療行為の該当性1
心停止に対するＡＥＤ使用は、医療行為に該当するものであり、医師

でない者が反復継続する意志を持って行えば、基本的には医師法第１７

条違反となる。

( ) 非医療従事者によるＡＥＤの使用2
救命の現場に居合わせた一般市民がＡＥＤを用いることには、一般的

に反復継続性が認められず、医師法違反にはならないと考える。

( ) 医師法違反とならない４つの条件3
ア 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな

対応を得ることが困難であること。

イ 使用者が、対象者の意識、呼吸がないこと確認していること。

ウ 使用者が、ＡＥＤの使用に必要な講習を受けていること。

エ 使用されるＡＥＤが、医療機器として薬事法上の承認を得ているこ

と。
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４ 免責規定

心肺停止の現場に居合わせた一般市民（バイスタンダー）が緊急避難的

にＡＥＤを使用することは、医師法違反になりません。

、 、このことは 蘇生行為が民法第６９８条の緊急事務管理に相当するため

救命に関わった一般市民が不成功に終わった時でも損害賠償請求の対象と

ならないと明確にされている。

一方、医師、看護師及び救急急救命士など、救命を業とする職種におい

ては、ＡＥＤがあるのにもかかわらず、使用しない又は適正に使えなかっ

た場合などには、民事上の業務上過失責任が問われる可能性がある。

５ カーラーの救命曲線等

( ) カーラーの救命曲線1
この図は、心臓停止、呼吸停止、出血などの緊急事態における経過時

間と死亡率の関係を示したものである。

例えば、心臓停止では３分間放置されると死亡率が約５０％に、呼吸

停止では１０分間放置されると死亡率が約５０％になる。このことは、

緊急事態が重大であるほど早く適切な処置をしなければ、死亡者が増加

することを意味している。

救急車がくるまで全国平均で約６分かかり、もし、心臓や呼吸が止ま

ってしまったときに救急車がくるまで手を差し延べることができなけれ

ば、命を救うことができない。

○ 心臓停止後約３分で、

死亡率50％

○ 呼吸停止後約10分で、

死亡率50％

○ 多量出血30分で、

死亡率50％
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(2) 心停止から除細動までの時間と病院退院率

心停止後、１分除細動が遅れるごとに７％～１０％救命率が減少する

といれています。脳障害を起こさずに救命するためには、心室細動とい

われる心臓の筋肉が小刻みに痙攣を起こしている状態のとき、すなわち

心停止後４分以内、遅くとも５分以内に早期除細動を行うことが必要で

ある。

しかし、現在の救急医療システムでは、ほとんどの場合救急車が到着

するまで５分以上かかります。そこでＡＥＤを用いた救急医療システム

が重要である。

また、除細動が行うまでの間に心肺蘇生法を行うことにより、除細動

が８分以内であれば救命率５０％を期待することができることから、適

切な心肺蘇生法から除細動への連携が重要となる。
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６ ＡＥＤ設置情報提供システム

( ) 目的1
埼玉県ＡＥＤ設置等届出システムで収集した情報を県民に提供するこ

とにより、ＡＥＤの効果的活用を図る。

( ) 活用方法2
● 県民が偶然に心肺停止者に出会ったとき、１１９番通報するととも

に、携帯電話で近くのＡＥＤを速やかに検索して使用する。

● イベントの主催者が、携帯電話やパソコンから事前に近くのＡＥＤ

を確認しておく。

( ) 情報提供の内容3
携帯電話とパソコンから次の７項目と地図情報が確認できる。

・ 施設の名称 ・ 設置場所

・ 施設の所在地 ・ 電話番号

・ パッドの種類 ・ 使用可能な曜日

・ 使用可能な時間帯

、 「 」 。パソコンの場合は 各種検索サイトから 埼玉県 ＡＥＤ で検索可能

選択ＱＲコード

カメラ付き携帯
電話で読み取る

検索サイトへ
ジャンプ！

ＡＥＤ検索

都道府県

埼玉県

【施設の名称】

株式会社○○商事

【設置場所】

営業所１階 受付横

【施設の所在地】

さいたま市浦和区高砂○－
○－○

【電話番号】

０４８－８３０－○○○○

【パッドの種類】大人用

【使用可能な曜日】

○月～土曜日使用可能

○日曜日、休日、年末年始

（12/28～1/5）、夏休み（8/13
～16）は使用不可
【使用可能な時間帯】

○９：００～１７：００

○土曜日は９：００～１２：００

市区町村名
を選び、
一覧表から
施設を選択

ここをクリックすると、
電話がかけられます

ＡＥＤ検索サイトのURLをお気に入りリストに
登録しておくと、さらに時間短縮が可能！

ＱＲコードは、このカードと
県ホームページから
読み取れます

携帯電話からの検索方法
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７ ＡＥＤに関する主な用語

用 語 解 説

ＡＥＤ Automated External Defibrillator：自動体外式

除細動器

ＩＣＤ Implantable Cardioverter Defibrillator：植え

込み型除細動器

ＣＰＡ Cardiopulmonary Arrest：心肺停止

ＳＣＡ Sudded Cardiac Arrest：心臓突然停止

ＳＣＡ（心臓突然停止）は、ＣＰＡ（心肺停止）

の原因の一つである。

心室細動 心臓突然停止（ＳＣＡ）の時に最も一般的に見ら

れる不整整脈である。

心臓の筋肉がリズムを失い、細かく震えている状

態あり、心臓から血液を送り出すことができなくな

る状況であり、やがて心臓停止状態なる。

救命手当 心臓や呼吸が止まっている人に、一般市民が人工

呼吸や心臓ウマッサージを行うことをを救命手当と

いう。

医師及び救急救命士など医療従事者が行う救命処

置は、救命治療という。

ＣＰＲ Cardiopulmonary Resuscitation:心肺蘇生

具体的には、気道を確保し、人工呼吸及び心臓マ

ッサージを実施すること。
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用 語 解 説

ＢＬＳ Basic Life Support：一次救命処置

心肺蘇生の基本的な手法であり、観察（意識・呼

吸・痛みの反応 、気道確保、人工呼吸、心臓マッ）

サージからなっている。

現在は、ＡＥＤを使用した除細動処置（ＰＡＤ）

が含まれる。

ＡＬＳ Advanced Life Support：二次救命処置

心肺蘇生、除細動、気道異物除去、蘇生後の急性

病態における呼吸・循環管理を始めとする全身管理

の救命処置である。

高度な医療器材を用いるため、医療従事者のみが

行う。

Bystander バイスタンダー：その場に居合わせた人

ＰＡＤ Public Access Defibrillation：一般市民によ

る除細動

ＩＬＣＯＲ 国際蘇生連絡協議会

ＣｏＳＴＲ 心肺蘇生に関わる科学的根拠と治療勧告

ＡＨＡ 米国心臓協会

ＡＨＡガイドライン 米国心臓学会の心肺蘇生法に関する指針
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（引用文献等）

１）平成１６年７月１日付け医政発第０７０１００１号、厚生労働省医政局

長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用につい

て」

２）平成１８年５月八都県市「ＡＥＤの普及啓発に向けた基本方針」

３）平成１８年５月八都県市「ＡＥＤの普及啓発に向けたマニュアル」

４）入間東部地区消防組合「安全で住みよい暮らしのために 迅速・正確・

誠実」

５）日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会「わが国の新しい救急蘇生ガ

イドライン（骨子 」財団法人日本救急医療財団）

６）人工呼吸・心臓マッサージができなくても「ＡＥＤ自動体外式除細動器

を、使ってください」保健同人社（輿水健治氏）

７）財団法人東京救急協会「手当の必要性」

８）旭川市消防局「応急手当を学ぼう！」

９）特殊営利活動法人ＡＥＤ普及協会ホームページ

）京橋消防団 第３分団 銀座ＡＥＤマップ 我ら銀座の消防団10
「細川邦子の市議会だより」事務所通信２００５ ２５、シアト11） Ｆａｌｌ Ｖｏｌ

ル市 「心臓発作はシアトルで」救急救命体制と自動体外除細動器ＡＥＤ

の活用

）フィリップスメディカルシステムズ株式会社ホームページ12
）日本メドトロニック株式会社ホームページ13
）日本光電工業株式会社ホームページ14
）株式会社 メディカルシステムホームページ15 CU
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